






市民文化部 
（仮称）阪急茨木市駅東口にぎわい創出複合施設整備検討結果 

Ⅰ．検討目的 

茨木市の市民会館については、低い耐震性及び現施設改修、補強の困難さ、設備の後進性、維持管理費の増

嵩、バリアフリーへの未対応等の理由により、早期の建替えが必要となっている。 

阪急茨木市駅前の駐輪場、駐車場用地に、市民会館に代わる文化芸術ホールの建設と共に周辺地区の活性化

のための施設を合わせた「 (仮称) 阪急茨木市駅東口にぎわい創出複合施設」を整備するにあたり基本的条件を

整理の上、導入機能・施設の概略検討、民間活力活用の可能性及び事業手法について検討するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

１．文化芸術ホールの施設概要の検討 

1-1．文化芸術ホールの概要 

本検討においては、立命館大学の

多目的ホールと競合しない 1,200～

1,500名程度を収容可能なホールと

する。その他については、現在の市

民会館と同様の機能を持つ施設と

して計画を行うものとする。 

駐輪場については現状を考慮し、 

現状程度の規模を計画する。 

駐車場については、現状では条例

による附置義務台数程度を確保す

ることとする（敷地外を含む）。今

後、詳細な調査等により、詳細を決

定するものとする。 

   

本計画のホールについては、以下の理由により、1,200～1,500 席程度の文化芸術振興モデルとして計画

する。 

   ・茨木市総合計画では「より質の高い文化事業を開催し、活動団体の相互交流の核となる施設の整備・充実

について検討」とあり、市の中核となる文化芸術施設であり多様な市民ニーズに対応した施設とすること。 

・市民会館の代替施設としての整備されることから同規模の 1,000席程度は必要である。 

・市内に、500名程度を収容するホールが複数あり、小規模なホールの必要性は小さいこと。 

・立命館大学大阪茨木キャンパスにおいて、1,000名程度収容できる多目的ホールの建設が進められている。

茨木市として、一定の利用が可能となる見込みであり、規模の異なるホールの建設が望ましい。 

   ・阪急茨木市駅に近接し、収容人員の大きな施設を建設することが可能な利便性の高い立地であること。 

  ・運営経費の縮減を図るため収益性を考慮すると、1,200席程度以上が望ましいこと。 
1-2. にぎわい創出施設導入の検討（民間施設を含めた複合施設の検討） 

文化芸術ホールは、約10,000㎡程度の床面積で整備可能であり、本計画地の容積率からするとさらに広い施設が

建設可能であるため、文化芸術ホール及び駐輪場に加え、賑わい創出施設（民間施設）の導入を検討する。 

 

1-3. 施設の概略検討 

ゾーニング図については、右図の通りである。 

阪急茨木市駅から来場者を屋外のエントランス

広場を経て、文化芸術ホールのホワイエ及び民間

の賑わい施設へと導入する。車両については、敷

地北側道路より、駅から遠い敷地東端より敷地に

導入し、搬入口、地下駐車場などへ至る。 

舞台が敷地東側に配置され、景観的に無表情に

なりがちでボリュームのあるフライタワーも駅か

ら離れた位置に配置できる。 
 

２．民活事業手法の整理 
2-1. 文化芸術ホールの整備・運営に関する民活手法（文化芸術ホール、駐輪場の民活手法検討） 

   文化芸術ホールは公の施設であ

り、その整備・運営などは公共事業

である。また、ホールについては、

施設整備も重要ではあるが、企画運

営のノウハウが求められる施設で

ある。計画段階から、企画運営に関

するノウハウを導入することで、よ

り効果的な施設整備が可能となる。

民間のノウハウを活用する手法を

事業段階に応じて右図に示す。 

   本事業の場合、設計段階から維持管理運営までを含む方式が望ましいと考えられる。 

2-2. にぎわい創出施設の民活手法 

にぎわい創出施設は、民間の収益施設である。本事業の場合、官民の施設を一体として計画することで、

公共需要の余剰部分に効率的な施設整備が可能となる。制度的には、分築、合築は限定しないが、本敷地規

模の場合、合築が優位と考えられる。 

民間の収益施設の導入手法としては、公共事業と民間事業を合わせて民間事業者に提案を求め、その提案

を審査して事業者を決定する公募型プロポーザル方式が望ましい。 

2-3. 運営段階における民活手法 

   文化芸術ホールは、公共性を考慮すると、経営的には独立採算で運営を行うことは困難な施設である。

運営業務の内容としても、芸術、文化に対する深い造詣や舞台設備に関する知識など高い専門性を必要と

し、さらに教育的観点や公共性を踏まえ企画・運営していく施設である。運営を効率的に行うためには、

施設の計画段階から運営事業者が参画することで、さらに有効な提案が求められる。設計、建設、維持管

理、運営を一括して、民間事業者の提案を受け、選定事業者を指定管理者とする方法が一般的である。 

３．事業スキームの構築 

3-1. 事業概要 

業務範囲：施設整備（設計・建設）、維持管理、運営 

事業期間：17年（施設整備 2.5年、維持管理運営 14.5年） 

3-2. 事業スケジュール  
  平成 26年度 ：建設基本構想策定（事業手法の決定含む） 
  平成 26年度～：民間事業者募集手続き 
  平成 27年度～：事業開始（設計 1年・建設 1.5年程度） 

   平成 30年度 ：文化芸術ホールオープン（秋）

計画地 茨木市双葉町 487-1,487-7 

敷地面積 約 5,776.90 ㎡（交番を含まず） 

用途地域 商業地域 

建蔽率 80%（100％：角地、耐火） 

容積率 400% 

地域・地区 防火地域 

第七種高度地区（最高高さ：31ｍ） 

接道 
状況 

北側 約 5.5m（市道双葉町 7 号線） 

南側 約 4.5m（市道双葉町 7 号線） 

北西側 8.5ｍ（阪急東 2号線） 

大ホール   

舞台 プロセニアム型 間口 16.2ｍ（9間）奥行 14.4ｍ（8間） 

客席 1,200席程度 1階席 約 800席 2階席 約 400席 

ホワイエ  含喫茶コーナー 

楽屋  便所、湯沸し室など 

倉庫、搬入等  舞台装置、ピアノ庫など 

多目的ホール   

ホール ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ､演劇等 300名程度収容（可動席） 

舞台 可動式 音響、照明設備 

市民交流スペース  

情報コーナー ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 展示スペース 

多目的室 会議、講習会等 可動間仕切 

練習室  防音室 

管理運営スペース  

事務室 10名程度 150㎡程度（含 応接、倉庫、給湯等） 

その他   

駐車場 大型搬入車両等 含附置義務駐車場（約 1台／250㎡） 

駐輪場 1,200台程度 （2段駐輪） 

茨木市

SPC（民間事業者）

定期借地
契約

事業契約
＆指定管理
建物賃貸借契約

設計企業

金融機関

融資契約

建設企業 維持管理
企業

運営企業

直接協定

委託契約 委託契約委託契約請負契約
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